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１ 計画策定の背景とねらい 

奥州市社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、平成 18年の設立から 20年近い歩みを重ね

てきました 。これまで、合併後の組織統合や基盤整備を経て、直近の 5 カ年では「発展・強化経営

計画」のもとで組織改革を断行しました 。事務機能の集約や本所 5 課体制への再編、組織のスリ

ム化を通じて、変化する社会情勢に耐えうる強固な経営基盤と安定した法人運営の枠組みを整え

てきたところです 。 

一方で、社会情勢は急速に変化しています 。少子高齢化や単身世帯の増加に加え、「8050 問

題」やダブルケアといった複雑化・複合化した生活課題、さらに身寄りのない高齢者の死後事務支

援ニーズなど、従来の枠組みでは対応が困難な新たな課題が顕在化しています 。こうした中、令和

6 年度の「多機関協働事業」受託、そして令和 7 年度からの「重層的支援体制整備事業」の本格

実施という大きな転換点を迎えました。 

本計画は、これまでの経営基盤整備の成果を継承しつつ、重層的支援体制を地域に根差した形

で本格稼働させ、「地域共生社会」の実現を確かなものにするための行動指針として策定します。

今後は、集約してきた経営基盤を土台としつつ、住民に最も近い「支所」を地域福祉コーディネータ

ーの活動拠点として再定義し、属性を問わず相談を受け止める「断らない相談窓口」機能を強化し

ます。 

あわせて、多様な福祉課題に応え続けるため、法人運営と職員管理・育成の強化を推進します。

キャリアステージに応じた育成体系の再構築やデジタル活用による業務効率化を図り、職員が専門

性と誇りを持って能力を最大限に発揮できる組織づくりに注力します。令和 8 年度から 12 年度ま

での 5 か年において、本会の役割を再認識し、住民一人ひとりの暮らしを支える強固な組織運営を

目指してまいります。 

２ 計画の期間 

本計画は令和８年度から令和 12年度までの５年間とします。 

3 計画の位置づけ 

全国社会福祉協議会が令和7年（2025年）3月に策定した「社会福祉協議会基本要項2025」

は、社協の使命を「地域の関係者と協働して『ともに生きる豊かな地域社会』を創造すること」と定

めています。本会はこの最新の指針を基本視点に据え、①住民ニーズ基本の原則、②住民活動主

体の原則、③民間性の原則、④公私協働の原則、⑤専門性の原則、⑥個別支援と地域づくりの一 

体的展開の原則という 6つの活動原則を遵守します。あわせて、①住民ニーズ・福祉課題の明確化、

②住民活動の推進、③包括的な相談支援、④権利擁護支援、⑤多様な居場所・社会参加の場づく

り、⑥社会資源の創出・改善、⑦公私のネットワーク化・連絡調整、⑧災害等非常時の支援、⑨調査

研究・提言、⑩組織経営・基盤強化という 10の機能を最大限に発揮することで、地域の特性を生

かした活動を展開します。 

本計画は、本会の経営ビジョンや進むべき方向性を明らかにし、組織、事業、財務等に関する具体

的な方策を推進することで組織の発展・強化を図るものです。また、住民の暮らしを支える「第 4 次

奥州市地域福祉活動計画」の実効性を担保する経営戦略としての役割も兼ねています。さらに、市
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の「第 4 期奥州市地域福祉計画」等の行政施策と密接に連携し、強固なパートナーシップのもとで

「地域共生社会」の実現をより確かなものにします。 

各計画のイメージは、次のとおりです。 

４ 計画の体系及び策定方法 

本計画では、部門戦略別に５年間で到達すべき目標を「今後の目標」、目標を達成するための

具体的な推進方法を「具体的な行動」として、年次ごとに計画しています。 

策定に際しては、法人の持続的な経営と地域課題への即応性を高めるため、内部組織による

主体的な検討体制を構築しました。具体的には、経営判断を担う管理職による「策定部会」と、現

場の実務に精通した補佐・係長級職員による「作業チーム」が中心となり、実効性の高い計画案

の作成にあたりました。 

５ 計画の策定項目 

次の項目を策定の柱とします。 

（1）信頼ある組織・機構づくりと事業推進体制の見直し

①支所相談窓口の機能強化 ②機構・業務体制の検証

（2）法人運営と職員管理・育成の強化

①職員行動指針の共有と実践の定着 ②業務効率化と適材適所の基盤づくり ③安定的

な給与体系の構築 ④人材育成の強化⑤働きがいのある職場づくり ⑥戦略的な人材確

保と次世代育成

（3）効果的な事業運営と財政基盤の確立

①適正な財政管理 ②適正な資産管理 ③会費納入率向上と住民理解の促進 ④計画的な

施設管理運用と財源確保 

（4）ニーズに基づいた事業展開と評価及び支援体制の確立

①３部門の事業方針の設定（法人運営部門、介護福祉部門、生活支援部門、児童福祉部門）

②災害対応の強化
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６ 計画策定の視点 

◆ 計画の目標

＊本会の社会的意義を明確にする。 

＊ガバナンス（統治・支配・管理を示す言葉で、「健全な法人経営を目指す、法人自身によ 

る管理体制」をいう。）の強化と見える化・見せる化により透明性を確保する。 

＊ダウンサイジング（スリム化）を図っていく（組織・機構・財政・事務・事業等々）。 

＊財政基盤の充実と強化を図る。 

◆ 計画策定のポイントとして

＊将来的に持続可能なしくみか。 

＊効果的な投資あるいは、効率的な内容か。 

＊恒常的に安定した望まれる市民サービスの提供か（ニーズ）。 

＊公益性公平性の観点が維持されているか。 

＊組織にマッチした内容であるか、実現できる裏付けはあるか。 

＊頑張れば達成可能なレベルなのか、無理な内容になっていないか。 

＊地域のみのオリジナルではないか、一方で本会らしさ、独自性、自主性はどうか。 

＊コスト（経済的、時間的、肉体的、頭脳的、精神的）はどうか。 

◆ 策定の考え方

＊10年後のありたい姿を共通理解する。 

＊実現可能な５年目をプランニングする。 

＊５年後のあるべき姿にむけ 

  立案していく。 

＊グループワークで 

  課題を全て提案する。 

＊課題の解決に向けて立案 

10年後のありた

い姿 

＊本会の将 来像

を思い描く 

＊第２次計画に盛

込む事項を 見据

える 年次毎の 

到達計画 

５年後の 

あるべき姿 

＊今回策定す

る計画位置 
現在の本会 

の状況から 

＊弱み発見 

＊課題抽出 
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７ 計画の進行管理と評価 

（１）進行管理及び評価の時期と方法等

発展・強化経営計画の進行管理及び評価においては、ＰＤＣＡのマネジメントサイクルを組

織内に確立します。 

計画に基づく実績等を評価し、計画の進行管理を行い、その結果を次年度以降の事業展

開に反映させます。 

また、必要に応じて外部有識者による評価の導入を検討します。 

① 進行管理

職員の責任者及び担当者を定め、事業単位等で経営計画進行管理表を用い、四半

期（もしくは毎月）、中間、年度の定期に進捗状況を把握します。

② 自己評価

進行管理表にもとづき進捗状況を確認し、目標値に照らし業務執行状況を評価します

計画と実績に乖離がある場合は、原因と課題を把握したうえで、課長会等で早期の対応

を行い、さらに三役会議、理事会の開催時に、報告及び評価をします。

③ その他の（外部）評価

自己評価等の結果について、監査時に報告します。

④ 公表

設定した目標値に対する実施状況について、状況をとりまとめ、毎年度理事会及び評

議員会で進捗状況及び評価について報告をします。また、福祉だより及びホームページ

で公表します。あわせて、必要によっては、住民福祉懇談会において周知及び公表しま

す。

（２）進行管理表

適宜な様式を別途定め、各職員が適切に確認できるものを作成します。

-4-







社会福祉法人奥州市社会福祉協議会の基本理念（ビジョン） 

だれもが心の豊かさと幸せを実感できる 

「福祉のまち奥州市」をめざして 

新たな福祉のまちづくりにあたっては、だれもが「この地域に住み続

けたい」願いをかなえるため、市民一人ひとりのふれあい、ささえあい、

たすけあい、わかちあい、かたりあいの輪をひろげ、みんなが心の豊か

さと幸せを実感できる「福祉のまち奥州市」をつくります。 

１．市民の福祉に対する願いに応え、「みんな
・・・

と交わる」ことを大切にし

ながら、親しみに満ちた福祉活動をめざします。 

２．市民の福祉に対する関心を高め、「みんな
・・・

とともに楽しむ」ことを大

切にしながら、市民参加による福祉活動をめざします。 

３．市民の福祉に対する理解を深め、「みんな
・・・

のために役立つ」ことを大

切にしながら、よりよい自立に向けた福祉活動をめざします。 

４．市民の福祉にかかわる活動をしている人たちと手を結び、｢みんな
・・・

の

ための福祉｣ のあるべき姿を考え、市民の信頼に応える福祉活動をめ

ざします。 

平成１７年１０月１２日制制定定  

奥州市社会福祉協議会イメージキャラクター 
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奥州市社会福祉協議会発展・強化経営計画の体系図 

基 本 理 念 計 画 区 分   重 点 項 目  実 施 方 針 

 

(1) 支所相談窓口の機能強化

(1) 職員行動指針の共有と実
践の定着 

組織目標の共有と部署横断的な協働体制 

だれもが心の豊かさと 

幸せを実感できる 

「福祉のまち奥州市」 

をめざして 

だれもが「この地域に住み続けた
い」願いをかなえるため、市民一人
ひとりのふれあい、ささえあい、た
すけあい、わかちあい、かたりあい
の輪をひろげ、みんなが心の豊かさ
と幸せを実感できる「福祉のまち奥
州市」をつくります。 

１．市民の福祉に対する願いに応
え、 「みんなと交わる」ことを大
切にしながら、親しみに満ちた福
祉活動をめざします。 

２．市民の福祉に対する関心を高
め、「みんなとともに楽しむ」こと
を大切にしながら、市民参加によ
る福祉活動をめざします。 

３．市民の福祉に対する理解を深
め、「みんなのために役立つ」こと
を大切にしながら、よりよい自立
に向けた福祉活動をめざします。 

４．市民の福祉にかかわる活動をし
ている人たちと手を結び、 ｢みん
なのための福祉｣ のあるべき姿
を考え、市民の信頼に応える福祉
活動をめざします。 

財源分析に基づく給与等の総合改善 

(1) 適正な財政管理 適正な財務管理と継続的な見直し体制構築 

実習受け入れと学生とのつながり強化 

(2) 適正な資産管理

システム導入による体制見直し

(4)計画的な施設管理運用と財
源の確保 

４ ニーズに基づいた

事業展開と評価及び

支援体制の確立 

資産管理の一元化と資産の有効活用 

視覚的広報と地域に応じた働きかけ 

(2) 災害対応の強化

ビジョンの明確化 

(6) 戦略的な人材確保と次世代
育成 

有事支援体制の実行性強化 

(1) 事業方針設定

(2) 業務効率化と適材適所の
基盤づくり 

(3) 会費納入率向上と住民理
解の促進 

修繕計画と資金運用、多角的な財源確保 

(3) 安定的な給与体系の構築

離職防止と職場環境改善 

(2) 機構・業務体制の検証

(5) 働きがいのある職場づくり

現行体制の検証と組織・業務の最適化 

1 信頼ある組織・機構

づくりと事業推進体

制の見直し 

２ 法人運営と職員管

理・育成の強化 

３ 効果的な事業運営

と財政基盤の確立 

(4) 人材育成の強化 研修体系と資格助成制度の再整備 

住民に寄り添う相談機能の拡充 
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行動計





１ 信頼ある組織・機構づくりと事業推進体制の見直し 

（１） 支所相談窓口の機能強化

【担当課：総務財政課／地域福祉課】 

① 現状と課題

令和３年度から令和７年度の発展・強化経営計画により、各支所の事務機能を本

所に集約して、組織のスリム化を進めてきた。しかし、本所中心の体制となったこ

とで、職員が地域へ出向くまでの移動時間が増加し、相談への迅速な対応が困難と

なったり、地域で継続的に支援に関わるための体制も十分に機能しにくいなどの状

況にある。 

特に、「断らない相談窓口」としての役割が求められる重層的支援の対象となるよ

うな複雑・複合化した生活課題では、即時の相談対応や継続的な伴走支援が不可欠

である。現状では、職員が地域に密着して住民と向き合う時間を十分に確保しにく

く、事案の発生から解決まで寄り添える体制の再構築が求められている。 

② 実施方針

本所に集約された事務基盤は維持しながら、支所を地域福祉コーディネーターの

活動拠点として活用することを検討する。 

また、支所があらゆる相談を受け止める「断らない相談窓口」として機能を発揮

できるよう体制を強化し、重層的支援を地域に根差した形で推進する。 

③ 具体的な取組み

地域で継続して支援に関わるため、地域福祉コーディネーターの活動拠点を支所

に配置する体制を検討する。また、支所に駐在する職員と重層的支援を担う職員の

役割分担を明確にし、窓口の相談対応力向上に向けて試行的な取組を行う。 

現場で把握した生活課題やニーズを本所事業へ円滑に反映させるための情報共有

体制を構築し実施する 。 

④ 根拠や効果等

対象者に最も近い場所で継続的な支援を行うことで、支援の遅れや取りこぼしを

防止できる。また、地域福祉コーディネーターが地域ニーズを早期に把握し、相談

を受けた段階から関係職員が連携して対応することで、課題の早期解決につなが

り、地域住民からの信頼の向上にもつながる。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

支所を地域福祉
コーディネータ
ーの活動拠点と
した運用のあり
方を検討する

前年度の検討内
容に基づき、支
所を拠点とした
相談対応や役割
分担を試行的に
実施する 

試行結果を踏ま
えた改善を行
い、支所におけ
る「断らない相
談窓口」として
の体制を検討す

支所での活動を
通じて把握した
地域ニーズを、
本所の事業計画
や施策へ円滑に
反映させる仕組
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令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

窓口対応力の強
化に向けた準備
を行う 

運用状況の検証
を行う 

る みを確立する 

（２）機構・業務体制の検証

【担当課：全課】 

① 現状と課題

現在５課体制で運営しており、会費収納や募金活動などを通じて得られる地域関

係者・企業との接点は、地域福祉推進にとって重要な情報源となっている。しか

し、これらの情報が課をまたいで十分に共有されず、組織全体として活用しきれて

いない状況がある。これらの課題が、機構の構造そのものに起因するのか、業務の

配分や運用方法に起因するのか、現行体制の妥当性を検証する必要がある。 

② 実施方針

現行の５課体制が、地域福祉推進や相談支援の実態に即したものとなっているか

を、機構と業務の両面から検証する。特に、課をまたいで発生する課題が組織構造

に起因するのか、業務分担や役割分担に起因するのかを整理し、必要に応じて機構

の見直しや業務再編の方向性を検討する。 

③ 具体的な取組み

各課の業務や役割、情報の流れを整理し、課題が生じている要因を明らかにす

る。あわせて、会費・募金活動で得られる地域情報の活用状況や、課をまたぐ連携

の実態を検証し、情報共有を妨げている要因を把握する。これらの分析結果を踏ま

え、課の再編や業務分担の見直しなど、必要な組織体制の改善策を検討する。 

④ 根拠や効果等

機構や業務分担を構造的に見直すことで、情報の分断や支援の遅れを防止でき

る。また、課をまたぐ課題の原因を明確にすることで、組織として最適な体制を構

築でき、相談対応の迅速化や支援の質の向上につながる。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

現行５課体制の
機構・業務の実
態把握と課題分
析 

課題の原因整理
（機構・業務分
担・役割分担の
観点）と改善案
の検討 

改善案の試行的
実施と効果検証 
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２ 法人運営と職員管理・育成の強化

（１）職員行動指針の共有と実践の定着

【担当課：総務財政課】 

① 現状と課題

事業の専門化・多様化が進む中で、本会全体の方向性と日常業務とのつながりが

見えにくくなり、業務が部署単位で完結しがちな傾向がある。その結果、課題が生

じても組織全体の問題として共有されにくく、職員の主体性や一体感が十分に育ち

にくい状況が見られる。 

② 実施方針

本会の職員行動指針を全職員が共通の基盤として理解し、日常業務の中で実践で

きるようにする。職員行動指針を通じて、組織としての価値観や目指す方向を共有

し、部署を越えて協力し合える体制を築く。 

③ 具体的な取組み

職員行動指針の内容と意図を全職員で共有し、日常業務の中でどのように実践す

るかを確認する場を設ける。あわせて、部署間での相談や情報交換が自然に行われ

るよう、日常のコミュニケーションを見直し、互いの業務を理解し合える環境づく

りを進めることで、職員行動指針が組織全体に着実に根付くよう取り組む。 

④ 根拠や効果等

職員行動指針を基盤として職員が業務を「自分ごと」として捉え、主体的に行動

することで、組織としての一体感が高まり、地域に貢献し続ける力強い組織へと成

長する。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

職員行動指針の
共有と実践方法
の整理 

職員行動指針に
基づく業務の実
践・定着 

実践状況の評価
と改善 

（２） 業務効率化と適材適所の基盤づくり

【担当課：総務財政課】 

① 現状と課題

組織のスリム化で職員数が減る一方、業務内容や量の見直しが進んでいないもの

もある。また、福祉の専門職に限らず多岐にわたる業務に対応するための職員情報

（資格・経験・希望等）が整理されておらず、適材適所の配置が難しい状況にあ

る。AI や各種システムにより定型的な事務作業の効率化が見込まれるものの、費用

面の課題から導入が進まず、職員の負担増につながっている。 
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② 実施方針

AI や各種システムの活用により業務の効率化を進めるとともに、職員情報をデー

タ化し、資格・適性・希望を踏まえた適材適所の配置につながる体制を整える。現

行体制とシステム導入後の効果を、経費・業務負担・人材活用の観点から比較し、

導入の可否を判断する。 

③ 具体的な取組み

各部署の業務棚卸しを実施し、AIツール（議事録作成、資料要約等）の試行運用

を通じて導入効果を検証する。また、職員情報（資格・経験・希望等）のデータ化

と一元管理を進め、業務効率化と併せて、職員が希望や適性に応じて活躍できる配

置の検討に活用する。これらを踏まえ、組織に最適なデジタル化と人材活用のあり

方を整理する。 

④ 根拠や効果等

業務効率化により職員の事務負担が軽減されるとともに、職員情報のデータ化によ

り適材適所の配置が進み、事業の安定運営と職員の定着につながる。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

職員情報の整
理・データ化 

全部署を対象と
した詳細な業務
の棚卸しを実施 

AIツールの試
行運用を通  
じて、どの業務
に導入効果があ
るかを慎重に検
討 

現行の事務体制
とシステム導入
後のコスト・利
便性を比較検討
し、最終的な  
導入の可否を決
定 

導入を決定した
システムについ
て、実際の運用
を開始

職員への操作研
修や活用支援の
実施 

システム導入に
よる効率化の成
果を検証し、そ
の結果を次期中
長期計画の策定
に反映

（３）安定的な給与体系の構築

【担当課：総務財政課】 

① 現状と課題

最低賃金の上昇が続く中、市などからの補助金・委託金単価が据え置かれてお

り、給与規程の見直しが十分に行われていない。その結果、他法人や民間企業の給

与水準が上昇する中で、本会の給与が相対的に低くなり、人材確保が一層困難にな

っている。給与水準や処遇の遅れは、安定した事業運営に影響を及ぼしかねない課

題となっている。 

② 実施方針

給与財源を可視化し、最低賃金上昇を見据えた中期的な給与体系の見直しを行

う。給与だけでなく、福利厚生や働き方改善と組み合わせた総合的な処遇改善を進
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める。 

③ 具体的な取組み

将来的な処遇向上に向けた給与規程の見直しを行うため、市などからの補助金・

委託金等の財源の棚卸しや最低賃金上昇の影響を分析しながら、持続可能な給与改

善ロードマップを策定する 。また、必要に応じて市への相談や協議を並行して進め

る。 

④ 根拠や効果等

財源状況に基づいた着実な給与改善を進めることで、経営の安定と、職員が将来

にわたり安心して働き続けられる環境を両立させる。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

給与財源整理・
最低賃金の上昇
にともなう影響
を試算 

新たな処遇改善
施策の検討 

給与規程改正案
の作成 

新たな処遇改善
施策の導入と制
度運用の開始 

運用状況の評価
と追加改善の検
討 

実施結果の評価
および次期中長
期計画への反映 

（４）人材育成の強化

【担当課：総務財政課】 

① 現状と課題

資格取得やスキルアップが処遇にどう結びつくかが不明確で、体系的な育成計画

や中堅層向けの学習機会も不足している。異動希望調書の活用が不十分で、職員面

談も設問や進め方が統一されていないため、育成支援や今後の働き方の希望を把握

する仕組みが機能していない。さらに、定年延長制度や嘱託職員から正規職員への

任用替え基準が明確でなく、将来の働き方を見通しにくい状況にある。 

② 実施方針

職員研修委員会を中心に、成長段階に応じた研修体系を再構築し、継続的に改善

できる体制を整える。資格取得助成制度の再整備と周知を進めるとともに、面談の

設問や進め方を統一し、誰が担当しても一定の質で対応できる仕組みを整える。ま

た、定年延長制度や任用替え基準の検討を進め、将来を見通しやすい環境を整え

る。 

③ 具体的な取組み

職員の成長段階に応じた研修体系を整理し、資格取得支援制度の周知を進める。

あわせて、職員面談の対応を統一する管理職研修を実施し、育成支援の質を向上さ

せる。さらに、定年延長制度への対応方針や嘱託職員から正規職員への任用替え基

準を整理し、将来の働き方を見通しやすい仕組みを整える。 
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④ 根拠や効果等

計画的な育成と将来を見通せる仕組みを整えることで、専門性と組織力が向上

し、職員が安心して働き続けられる環境が強化される。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

職員研修委員会
を組織 

職員の資格取得
に対する意識調
査を実施 

管理職の面談内
容統一のための
研修 

定年延長制度・
任用替えに関す
る現状整理 

専門職研修に加
え、年代・職務
年数・職歴ごと
に受講すべき研
修項目を検討す
る 

任用替え基準の
検討開始 

研修計画の策定 

新研修体系を一
部試行 

試行結果を分析
し、改善点を整
理 

定年延長制度へ
の対応方針案の
作成 

任用替え制度の
導入準備 

全体の実施結果
を評価し、次期
中長期計画へ反
映 

（５）働きがいのある職場づくり

【担当課：総務財政課】 

① 現状と課題

価値観の多様化が進む中で、幅広い年齢層で構成される職員間のコミュニケーシ

ョンが不足しており、世代間の認識のずれがハラスメントの潜在化や離職につなが

るリスクとなっている。また、部署ごとのサポート体制の差により、若手職員が孤

立しやすい状況が生まれている。 

② 実施方針

職員が安心して意見を伝え合える職場づくりを進め、困りごとやトラブルの芽を

早期に把握し、解決できる体制を整える。 

③ 具体的な取組み

職員の孤立を防ぎ、離職リスクを低減するために、新任職員が相談できる先輩を

配置するメンター制度の導入を検討する。あわせて、内部で抱え込みがちな悩みを

早期に把握し、問題の深刻化を防ぐため、必要な職員に対して外部相談員による定

期面談を実施する。さらに、世代間の価値観の違いを理解する研修やハラスメント

防止研修など、コミュニケーション向上に向けた研修を実施する。また、職員の声

を組織運営に反映し、働きやすさを高めるために、業務改善提案制度の導入を検討

する。 

④ 根拠や効果等

新任職員への支援体制と対話を重視した取り組みを進めることで、世代間の壁を
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越えた協力関係が生まれ、安心して働ける職場が実現する。これにより、離職防止

と組織の持続的な成長につながる。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

各研修の実施
（世代間、階層
別） 

メンター制度、
業務改善提案制
度の導入検討

メンター制度、
業務改善提案制
度の運用・改善

取り組みの評価
早期発見・早期
解決につながる
体制の強化 

（６）戦略的な人材確保と次世代育成

【担当課：全課】 

① 現状と課題

少子高齢化による労働人口の減少に加え、福祉業界全体で人材確保が困難を極め

ている。特に新卒応募者の減少が著しく、将来の組織を支える若手職員の確保が急

務である。また、従来の求人媒体主体の募集では、本会の雰囲気や仕事のやりがい

が十分に伝わっておらず、地域内での進路選択肢として認識されにくい現状があ

る。 

② 実施方針

実習生を将来の採用候補者と捉え、一部の部署に偏っていた受け入れ体制を改

め、本会全体で積極的に受け入れる体制を構築する。また、福祉教育事業や広報活

動を強化し、「選ばれる法人」としての独自の魅力を発信することで、学生や若年層

との多層的な接点を創出する。 

③ 具体的な取組み

・全課体制での実習拡充と整備

全課で実習生を受け入れ、特定の部署に偏らない体制を構築する。充実したプロ

グラムにより満足度を高め、本会への関心と理解を深める。 

・若年層向け戦略的広報の展開

学校訪問の強化に加え、SNS 等で若者視点の情報を発信する。職場の雰囲気ややり

がいを直接伝え、本会への注目度を最大化する。 

・地域事業を通じた学生との接点拡大

福祉教育やこども食堂等に全職員が参画する。多面的な交流を通じて学生との接

点を増やし、自然な形で本会の魅力を伝える。 

④ 根拠や効果等

全課での実習受け入れや「こども食堂」等の地域事業を通じた多角的な学生交流

を推進することで、仕事のやりがいを肌で感じてもらうとともに、入職後のイメー

ジを具体的に持ってもらう。これにより、自分らしく働けるイメージを共有し、定

着への意欲を高める。また SNS 等を活用した戦略的な広報と現場での直接体験を連

動させて、独自の魅力を最大化させることで 、将来の組織を支える若手人材の安定
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的かつ継続的な確保を実現する。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

若年層のニーズ
に合わせた広報
（SNS等）の刷
新 

求人媒体の検討 

新たな求人媒体
での職員募集を
開始 

５か年総括 
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３ 効果的な事業運営と財政基盤の確立 

（１）適正な財政管理

【担当課：総務財政課】 

① 現状と課題

本会では、地域福祉の根幹を支える各事業の継続を最優先に運営してきたが、事

業単体での収支均衡が図れないまま継続している事業も見受けられる。その赤字が

本会全体の財政を圧迫し、繰越金の確保が困難となるなど、将来的な持続可能性に

影響を及ぼす状況が生じている。 

② 実施方針

各事業の財政状況と収支構造を整理・可視化し、事業ごとの課題を明確にしたう

えで、計画的な財政運営を行う。 

財務管理の仕組みを整備し、改善と見直しを継続的に行う体制を構築する。 

③ 具体的な取組み

各事業の収支状況や財源構造を分析し、会費・補助金・助成金などの使途が適正

であるかを点検する。また、分散している資金管理を整理し、全体の資金の流れを

把握しやすくする仕組みを整える。さらに、予算編成や執行管理、中長期見通しの

作成などの財務管理ルールを整備し、定期的に検証することで、将来の財政運営に

備えるための方針を整理する。 

④ 根拠や効果等

財政状況を客観的に把握し、改善を重ねることで、本会全体としての経営の安定

化が図られる。また、限られた財源を効果的に活用することで、事業の質を維持し

ながら持続可能な運営が可能となる。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

財務管理体制の
整備 

基礎データの整
理、収支分析 

財源見直し 改善後の仕組み
による運用 

効果検証、事業
整理検討 

成果総括、次期
計画反映 

（２）適正な資産管理

【担当課：総務財政課】 

① 現状と課題

動産及び不動産の管理が部署ごとに行われており、本会全体として資産の現状や

活用状況を十分に把握できていない。また、不要資産の判断基準や福祉基金の運用

ルールが未整備であり、資産の有効活用や将来に向けた財政基盤の確保に課題があ

る。 
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② 実施方針

資産管理の責任体制を明確にし、本会全体で資産を把握・管理する仕組みを構築

する。あわせて、不要資産の整理や基金の適正運用を進め、資産の有効活用を図

る。 

③ 具体的な取組み

動産及び不動産の台帳を整備して一元的に管理するとともに、不要資産の判断基

準を定め、計画的な整理を進める。また、福祉基金の取り崩しルールを策定し、資

産の貸付、売却及び用途転換など活用方法について検討を行い、資産の適正管理と

有効活用を図る。 

④ 根拠や効果等

資産状況を正確に把握することで、維持管理コストの適正化や財政リスクの軽減

につながる。また、資産の有効活用により、財政基盤の強化が期待される。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

現況調査、管理
責任明確化 

基準・運用ルー
ル策定

改善策実行 効果検証 資産運用の効率
化に関する最終
検証、次期計画
反映 

（３）会費納入率向上と住民理解の促進

【担当課：総務財政課／地域福祉課／介護事業課】 

① 現状と課題

少子高齢化や世帯数減少の影響により、会費納入率は年々低下してきている。ま

た、本会の地域福祉活動や会費の使途が十分に理解されておらず、住民の関心が薄

れつつある。 

② 実施方針

会費の使途や社協の役割を分かりやすく伝え、住民理解を深めることで納入率の

向上を図る。 

③ 具体的な取組み

図解や動画などを活用して会費の使途を視覚的に伝えるなど広報を強化するとと

もに、地区別の納入状況を分析し、地域ごとの課題を把握する。あわせて、地域福

祉活動の現場において丁寧な説明や協力依頼を行い、住民の理解と参加を促進す

る。 

④ 根拠や効果等

本会の地域福祉活動への理解が深まることで、会費の意義が共有され、地域全体

で支え合う意識の醸成につながる。 

⑤ 年次計画
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令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

分析、広報強化 

改善状況検証 

５年間の納入率
推移を総括 

持続可能な会費
制度を次期計画
へ反映 

住民組織の役員
交代に合わせた
説明会の実施、
働きかけ 

５年間の納入率
推移を総括 

持続可能な会費
制度を次期計画
へ反映 

（４）計画的な施設管理運用と財源確保

【担当課：総務財政課／地域福祉課／介護事業課】 

① 現状と課題

施設の老朽化により修繕費が増加している一方で、中長期的な修繕計画の整備が

求められる。将来必要となる資金の見込みが立てられない状況にある。また、補助

金の条件や活用方法の検討が十分でなく、自主財源の確保も進んでいないため、修

繕や法人運営に備えた積立が十分に行えていないことが課題となっている。 

② 実施方針

中長期的な視点で修繕・資金運用を計画し、補助金の最大活用と自主財源確保を

進める。 

③ 具体的な取組み

中長期維持管理計画の策定を検討するとともに既存補助金の条件見直し・活用改

善を進める 。 

自主財源として介護保険外サービス等の調査を行うとともに、補助金情報の収集

体制を強化し、多角的な財源確保に向けた具体的な施策を検討する。 

④ 根拠や効果等

計画的な資金管理により突発的な財政負担を軽減できる。また、多角的な財源確

保により事業の持続性が高まり、安定した運営につながる。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

既存補助金の条
件・運用ルール
の確認と課題整
理 

既存補助金の改
善提案・申請方
法の見直し 

補助金活用状況
の検証と改善 

既存補助金の活
用効果を評価
し、次年度改善
案を作成 

５か年の補助金
活用状況を総括
し、次期計画へ
反映 

介護保険外サー
ビスの展開可能
性を調査 

保険外サービス
（家事支援等）
のガイドライン
作成 

限定エリアでの
モデル事業を実
施

事業収益による
自主財源確保状
況を検証 

介護保険外サー
ビスの全域展開 
５か年の事業収
益状況を総括
し、次期計画へ
反映 
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令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

補助金情報の収
集体制を整備 

施設の活用状況
を踏まえた運営
方針の検討を開
始 

民間活力導入や
運営主体の移管
可能性を検討 

施設運用の最終
判断（集約化・
移管等） 
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４ ニーズに基づいた事業展開と評価及び支援体制の確立

（１）事業方針設定（部門別）

Ⅰ 法人運営部門 

【担当課：総務財政課】 

① 現状と課題

江刺高齢者生産活動センターは、老朽化による維持管理負担の増大や土砂災害警

戒区域内という安全上の課題を抱えている。また、施設運営の業務内容が本会の主

要事業とは性質が異なることから、今後も本会が担い続けることの妥当性につい

て、改めて検討が必要な状況となっている。 

② 実施方針

令和９年度末の指定管理期間終了を一つの節目と捉え、市と緊密に連携・協議を

重ねながら、本会による受託のあり方を見直す。 

地域における施設機能の重要性を踏まえ、地区振興会や他団体への移管につい

て、市が主導する検討の過程に参画し、実務的な知見をもとに助言・支援を行う。 

③ 具体的な取組み

市に対して現在の運営課題を丁寧に共有した上で、移管や受託終了を含めた検討

について協議を本格的に開始し、令和 9年度末での円滑な合意形成と受託完了を目

指す。 

④ 根拠や効果等

本会の役割を整理することで、経営資源を本来の福祉事業へ集中できる。

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

協議開始 方針決定 完了 

Ⅱ 介護福祉部門 

【担当課：介護事業課】 

① 現状と課題

本会が実施する介護事業では、利用者数の減少や介護報酬改定の影響により収益

性が低下しており、ここ数年にわたり赤字計上が続いている事業所もある。一方

で、人員配置基準や施設維持に係る固定費は一定程度必要であるため、収支改善が

進みにくい状況が続いている。こうした状況は本会全体の財政にも影響を及ぼして

おり、介護事業の在り方を中長期的な視点で見直す必要が生じている。 

② 実施方針

地域ニーズと経営状況の両面から事業内容を再検討し、本会の持続可能な運営体

制の構築を目指す。特に、在宅生活を支えるサービスを中心に、事業再編と人材の
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有効活用を進める。 

③ 具体的な取組み

決算で赤字を計上した事業について、収支状況を精査して、改善期限と方向性を

明確にするとともに、改善の見込みが立たない介護事業の縮小や廃止を含めた事業

の見直しを進めて、在宅支援サービスへ重点化を図る。また、複数事業に対応でき

る多機能型職員の育成と配置を進め、柔軟な人員運用を可能にする。さらに、加算

取得の強化やサービス内容の見直しにより、収益改善を図る。 

④ 根拠や効果等

事業再編により、限られた人材と財源を効果的に活用でき、介護事業全体の収支

改善が期待される。また、地域の在宅ニーズに即したサービス提供により、利用者

満足度の向上にもつながる。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

赤字事業に対す
る調査、検討 

改善期限、方針
を設定 

方針に基づき随
時実施 

５か年の経営改
善結果を検証
し、持続可能な
運営体制が確立
されたか評価実
施 

「多機能型職
員」としての発
令（各施設を兼
務できる体制へ
の切り替え）
（柔軟な配置転
換） 

現場の状況に合
わせ、多機能型
職員の施設間ロ
ーテーションや
柔軟な配置を実
行 

Ⅲ 生活支援部門 

【担当課：生活応援課】 

① 現状と課題

単身世帯や身寄りのない高齢者の増加により、死後事務（葬儀、納骨、家財処

分、行政手続き等）への支援ニーズが高まっている。一方で、支援対象や支援範

囲、費用負担や財源の整理が進んでおらず、本会としての役割や対応方法を明確に

する必要がある。 

② 実施方針

死後事務に関する支援内容を整理し、本会として提供可能な支援範囲を明確にす

る。支援に伴う法的な責任や手続き上のリスクを整理したうえで、安心して利用で

きる支援体制を構築する。また、事業の収支や必要な職員体制の把握、活用できる

費用負担の仕組みを整理し、持続的に運営できる体制を検討する。 

③ 具体的な取組み

死後事務に関する取り組みについて、まず情報収集とニーズ調査を行い、支援範
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囲や業務内容を整理した支援マニュアルを作成する。あわせて、弁護士などの専門

家と連携しながら業務運営の体制を整え、モデル運用を通じて課題を把握し、より

実効性の高い支援方法と財源確保の仕組みを検討していく。 

④ 根拠や効果等

マニュアルを整備することで、本会としての支援体制を確立できる。令和 12年度

の運用開始に向けてモデル運用を重ねることで、利用者の将来的な不安を軽減し、継

続的な安心につなげることができる。また、事業としての持続性や自主財源化の可能

性についても検証できる。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

ニーズ調査、法
的整理

財源モデルの検
討 

マニュアル作成

費用試算と収支
計画の作成 

モデル運用開始

Ⅳ 児童福祉部門 

【担当課：こども福祉課】 

① 現状と課題

少子化の進行により、今後５年間で放課後児童クラブの登録児童数の減少が見込

まれ、運営体制への影響が想定される。現在は職員配置と補助金のバランスが保た

れているものの、100 人規模の職員体制を今後どのように維持・再編していくかが課

題となっており、将来的な雇用の安定確保に向けた検討が必要である。 

② 実施方針

将来的な児童数の推移を見据え、適正な職員配置と事業内容の見直しを行う。あ

わせて、魅力ある事業・プログラムを展開し、指定管理の継続につなげる。 

③ 具体的な取組み

登録児童数の将来推計を行い、必要となる支援単位数を整理したうえで、職員配

置や雇用形態の見直しを進める。また、魅力ある事業・プログラムの企画・実施に

取り組み、指定管理プロポーザルに向けた準備を進める。 

④ 根拠や効果等

事業規模の変化に対応した運営を行うことで、安定した雇用とサービス水準の維

持が可能となる。また、保護者や地域から選ばれる児童クラブ運営につながる。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

将来推計・体制
検討 

事業・プログラ
ム検討

事業実施 指定管理対応 評価・見直し 
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（２）災害対応の強化

【担当課：総務財政課】 

① 現状と課題

本会では災害時にも事業を継続できるよう BCP（事業継続計画）を策定している

が、現在の計画は机上訓練が中心で形式化しており、有事の際に十分に機能しない

リスクを抱えている。現場の習熟度を高める実地訓練を継続し、その結果を計画に

反映させる仕組みを確立することで、組織が迷わず行動できる「生きた計画」へと

再構築する必要がある。 

② 実施方針

実地訓練を重ね、その結果を計画に反映することで、実効性の高い「生きた BCP」

を構築する。 

③ 具体的な取組み

実地訓練の具体的な内容や回数などを検討して、実地訓練計画を作成する。

④ 根拠や効果等

実地訓練に基づく計画の改善により、災害時の初動対応力が向上し、必要な事業

の継続や早期再開に向けた判断と行動が確実に行えるようになる。 

⑤ 年次計画

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

継続訓練・改善 

実地訓練計画の
作成 
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社会福祉法人奥州市社会福祉協議会発展・強化経営計画策定要綱 

（目的） 

第１ この要綱は、奥州市社会福祉協議会（以下、「本会」という。）の組織の経営基盤の

確立と強化及び組織の持続的発展を目指すため、５カ年における発展・強化経営計画（以

下、「計画」という。）を策定し、誰もが心の豊かさと幸せを実感できる福祉のまちづく

りを実践していくことを目的とする。 

（内容） 

第２ 計画は、次に掲げる事項について策定するものとする。 

（1）組織・機構に関すること

（2）職員定数及び待遇改善等に関すること

（3）財政の将来見通しに関すること

（4）事務事業の改善・向上に関すること

（5）その他会長が必要と認め付議する事項

（組織） 

第３ 計画策定のために部会を設置し、本会の会長が任命する。 

２ 部会は、本会管理職 10 名以内で構成し、部長は事務局長をもって充てる。 

（会議） 

第４ 部会の会議は、部長が招集し、議長となる。 

２ 部会は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。 

（策定体制） 

第５ 計画の策定に関し、必要な資料の収集、調査及びその他各種の研究、策定の素案づ

くりを行うために作業チームを設置する。 

２ 作業チームは、メンバー15 名以内で構成し、本会の会長が任命する。 

３ 効率的かつ円滑な計画策定を進めるため、策定部会と作業チームは連動し作業を行わ

なければならない。 

（任期） 

第６ 部会及び作業チームメンバーの任期は、計画の策定をもって終了する。 

（庶務） 

第 7 部会及び作業チームの庶務は、本会の総務財政課において処理する。 

（補則） 

第 8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本会の会長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年６月８日から施行する。 
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（単位：円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

会費収入 30,475,200 30,304,100 30,396,500 30,196,300 29,228,200

寄附金収入 13,104,927 13,968,379 12,135,795 10,483,522 10,105,695

経常経費補助金収入 98,829,324 90,939,724 92,961,077 90,874,763 87,941,581

受託金収入 145,252,039 135,366,925 158,711,529 161,071,505 146,675,170

貸付事業収入 1,619,700 1,601,680 1,648,000 1,219,000 2,063,000

事業収入 6,916,256 7,109,302 11,350,867 10,603,057 9,490,107

負担金収入 459,849 600,169 381,616 401,690 356,495

介護保険事業収入 370,332,417 380,684,871 373,821,258 355,313,539 315,835,977

児童福祉事業収入 227,317,600 231,484,980 251,394,440 242,519,520 260,538,520

保育事業収入 23,801,960 0 0 0 0

障害福祉サービス等事業
収入

28,827,509 28,488,818 32,854,029 31,300,775 33,395,364

受取利息配当金収入 27,714 12,760 4,982 4,711 47,106

その他の収入 22,399,257 13,602,329 17,295,608 9,359,509 26,449,591

事業活動収入計
(1)

969,363,752 934,164,037 982,955,701 943,347,891 922,126,806

人件費支出 744,940,124 718,408,260 744,293,177 715,337,232 749,491,046

事業費支出 179,241,362 180,494,336 183,654,664 176,205,412 172,568,474

事務費支出 33,802,857 36,786,497 33,108,980 30,880,171 32,350,620

貸付事業支出 1,520,000 1,420,000 1,730,000 1,026,000 1,710,000

分担金支出 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

助成金支出 20,350,237 13,020,186 14,273,750 13,842,220 13,559,731

その他の支出 1,392,195 730,538 946,593 995,997 410,069

流動資産評価損等による
資金減少額

0 0 0 100,000 237,000

事業活動支出計
(2)

981,296,775 950,909,817 978,057,164 938,437,032 970,376,940

△ 11,933,023 △ 16,745,780 4,898,537 4,910,859 △ 48,250,134

奥州市社会福祉協議会の事業活動による資金収支の推移の状況

収

入

支

出

事業活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)

項  目
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奥州市社会福祉協議会発展・強化経営計画策定部会部会員名簿 

№ 氏 名 所 属 ・ 役 職 付記 

１ 小野寺 栄 子 事務局長 

２ 中 嶋 健 総務財政課長 

３ 高 橋 一 彦 地域福祉課長 

４ 高 橋 研 生活応援課長 

５ 浅 間 ゆかり こども福祉課長 

６ 菊 地 傑 介護事業課長 

奥州市社会福祉協議会発展・強化経営計画作業チームメンバー名簿 

№ 氏 名 所 属 ・ 役 職 付記 

１ 佐々木 亮 平 総務財政課財政係長 

２ 菊 池 幸 樹 
地域福祉課主幹兼福祉のまちづくり支援室長兼地域福

祉コーディネーター 

３ 及 川 和 代 地域福祉課副主幹兼地域福祉コーディネーター 

４ 佐 藤 智 美 
地域包括支援センターみずさわ中央係長兼管理者兼主

任介護支援専門員 

５ 前 川 泰 喜 
生活困窮者自立支援室副主幹兼主任相談支援員兼就労

支援員兼家計改善支援員 

６ 須 藤 麻 生 こども福祉課課長補佐兼管理係長 

７ 佐 藤 寛 美 
介護事業課課長補佐兼訪問介護係長兼管理者兼主任訪

問介護員兼サービス提供責任者 

８ 井 上 俊 美 施設長兼介護支援専門員兼介護職員 

９ 佐々木 ひとみ 

じゅあんの園施設長兼デイサービスセンターじゅあん

の園施設長兼胆沢デイサービスセンター施設長兼生活

相談員兼介護職員 
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